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患者に対する服薬指導の配慮について（お願い） 

 

 

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  

薬局における患者に対しての服薬指導については、これまでも薬局業務運

営ガイドライン（平成 5 年）、薬局の求められる機能とあるべき姿（平成 26

年）、患者のための薬局ビジョン（平成 28 年）等において、プライバシーに

配慮した薬局業務を行うことが求められているところです。 

先般、患者と各領域の専門家で構成された団体 ISPACOS（発起人代表：順

天堂大学医学部乳腺腫瘍学 齊藤教授）より、本会及び日本病院薬剤師会に

対し、薬剤師が適切に配慮しながら服薬指導を行うことについて周知を求め

る要望がありました（別添）。 

 近年、遺伝子疾患治療を目的とした医薬品も多く開発・流通されている中、

服薬指導を行う場所におけるプライバシーを確保した服薬指導の配慮がより

一層重要になって参ります。 

 また、昨年 12 月に成立・公布された改正薬機法により、今後は患者が自身

に適した薬局を選択できるよう「地域連携薬局」および「専門医療機関連携

薬局」について、都道府県知事の認定により名称表示が可能になります。 

このうち「専門医療機関連携薬局」については「がん等の専門的な薬学管

理に関係機関と連携して対応できる薬局」とされており、これら特定の機能

を有する薬局の認定要件としていずれもプライバシーに配慮した構造設備が

求められることになり、その連携先となる高度な医療を提供する医療機関で

も同様に患者に寄り添った対応が求められます。 

併せて、令和２年度調剤報酬改定では、がん患者に対する質の高い医療の

提供の評価が設けられることにより、より一層の薬剤師による貢献が期待さ

れているところです。 

つきましては、患者やその家族へ配慮した服薬指導の徹底について、貴会

会員にご周知・ご指導下さいますよう宜しくお願い申し上げます。 






